
 

一般社団法人日本カバディ協会 寄附金等取扱規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、一般社団法人日本カバディ協会（以下「本協会」という。）が受領す

る寄附金に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義等） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ 

る。 

 （１）一般寄附金 本協会の会員又は本協会の会員を含む広く一般社会に常時募金活動

を行うことにより受領する寄附金 

（２）特定寄附金 本協会の会員又は本協会の会員を含む広く一般社会に、使途を特定

して一定期間募金活動を行うことにより受領する寄附金 

（３）特別寄附金 前各号のほか、個人又は団体から受領する寄附金 

２ この規程における寄附金には、金銭のほか金銭以外の財産権を含むものとする。 

 

（一般寄附金の募集） 

第３条 本協会は、常時一般寄附金を募ることができる。 

 

（特定寄附金の募集） 

第４条 特定寄附金を募集するときは、募集総額、募集期間、募集対象、募集理由、資金使

途及びその他必要な事項を説明した書面（以下「募金目論見書」という）を理事会

に提出し、承認を求めなければならない。 

 

（募金目論見書の交付等） 

第５条 特定寄附金を募集するときは、募金目論見書を募金の対象者に事前に交付しなけれ 

ばならない。 

２ 前項にかかわらず、ホームページにおいて募金目論見書を公開し、これに賛同して寄 

附した者へは事後に交付することができる。 

 

（受領書等の送付） 

第６条 一般寄附金又は特定寄附金を受領したときは、遅滞なく礼状、受領書及び第４条第 

１項による募金目論見書を寄附者に送付するものとする。 

 

 



（募金に係る結果の報告） 

第７条 本協会は、特定寄附金の募集期間終了後速やかに寄附金総額、使途予定その他必要 

な事項を記載する報告書を寄附者に交付するものとする。ただし、ホームページ上 

の公開に代えることができる。 

２ 本協会は、特定寄附金の支出が完了したときは、当該寄附金の収支に係る収支決算書 

及び当該支出による効果などを記載した報告書を寄附者に交付するものとする。ただ 

し、ホームページ上の公開に代えることができる。 

 

（特別寄附金） 

第８条 本協会は個人又は団体より特別寄附金を受領することができる。 

 

（個人情報保護） 

第９条 寄附者に関する個人情報については、別に定める個人情報保護規程に基づき、細 

心の注意を払って情報管理に努めるものとする。 

（その他） 

第１０条 この規程に定めるもののほか、寄附金等取扱に関する必要な事項は代表理事が理 

事会の決議を経てこれを定める。 

（改廃） 

第１１条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

附 則 

 この規程は、２０２１年４月１日から施行する。 


